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�愛媛県告示第１２３５号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、平成２５年１０月３０日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

松山三越・ファッション
タウン アヴァ

松山市一番町三丁目
１番地１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社松山三越ほ
か１８者

株式会社松山三越ほ
か２０者

平成２５年
１０月１日
ほか

平成２５年
１０月３０日

�愛媛県告示第１２３７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２５年１１月１５日

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 愛媛県県税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更…………………………………………………………………………………………………（税務課）…８８９

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（３件）……………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…８８９

○ 地籍調査の成果の認証………………………………………………………………………………………………………………………………………（農政課）…８９０

○ 保安林の指定施業要件の変更…………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…８９０

○ 土地区画整理事業の換地処分…………………………………………………………………………………………………………………………（都市計画課）…８９１

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要……………………………………………………（東予地方局環境保全課）…８９１

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…８９３

○ 道路の区域変更（一般国道３１９号）…………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…８９３

○ 道路の供用開始（一般国道３１９号）（２件）………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８９３

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…８９４

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…８９４

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告………………………………………………………………………………………（男女参画・県民協働課）…８９４

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８９４

○ 争議行為の通知の公表…………………………………………………………………………………………………………………………………（労政雇用課）…８９５

指定

番号

売りさばき人

氏 名

変 更 事 項

新 旧

２６ 愛媛県猟友会
大洲支部
中岡 深

１ 売りさばき人住所
大洲市柚木２９５

２ 売りさばき所
大洲市柚木２９５

１ 売りさばき人住所
大洲市菅田町菅田
甲１９５４－４２

２ 売りさばき所
大洲市菅田町菅田
甲１９５４－４２

毎週（火・金）曜日発行 第２５２２号 平成２５年１１月１５日

平成２５年１１月１５日金曜日 第２５２２号

愛 媛 県 報

８８９
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�愛媛県告示第１２３９号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松山市 土居地区 平成２３年度から
平成２５年度まで

松山市の
地籍図及び地籍簿

松山市 今在家地区 平成２３年度から
平成２５年度まで

松山市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２５年１１月１５日
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�愛媛県告示第１２４０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

愛媛県知事 中 村 時 広

変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

松山三越・ファッション
タウン アヴァ

松山市一番町三丁目
１番地１ 外 駐車場の位置 ７箇所 ７箇所 平成２６年

１月１５日
平成２５年
１０月３０日

駐車場の自動車の出入口の位
置 １０箇所 １０箇所

�愛媛県告示第１２３８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

セブンスター南江戸店 松山市南江戸三丁目
８２２番１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の閉店時刻 午後１０時 午後１１時 平成２５年

１２月１日
平成２５年
１１月５日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時から午後１０
時まで

午前８時４５分から午
後１１時１５分まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前６時から午後５
時まで

午前６時から午後８
時まで

セブンスター東長戸店 松山市東長戸四丁目
６８８－１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の閉店時刻 午後１０時 午後１１時

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時４５分から午
後１０時１５分まで

午前８時４５分から午
後１１時１５分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２５年１１月１５日 第２５２２号

８９０



宇和島市津島町御内１７５、槇川２２２２から２２２６まで、２２２８から

２２４１まで、２２４３、２２４４、２２４８から２２５１まで

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町高田戊９の１、増穂乙６１０の１から乙６１０の４

まで、乙６１２、乙６１５、乙６１７、乙６１８の３、戊５３３の１から戊５３３

の３まで、戊５４０の１

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

北宇和郡鬼北町大字日向谷２０４８から２０７８まで

� 保安林として指定された目的

干害の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並びに宇

和島市役所及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２４１号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第３項の規定に

より、独立行政法人都市再生機構今治都市開発事務所所長梅田清春

から次のとおり換地処分した旨の届出があった。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 土地区画整理事業の名称

今治広域都市計画事業今治新都市第１地区土地区画整理事業

２ 施行区域

今治市矢田字管ヶ谷、字大池奥、字六反地、字大坪、字平山、

字松川、字大原下及び字長尾の各一部、小泉一丁目の一部、別名

字成ルノ谷、字成ノ谷、字寺谷及び字端谷の各一部、高橋字徳蔵

寺、字山嵜、字板敷、字山崎及び字岡寺の全部並びに高橋字佐夜

ノ谷、字向、字貞、字向谷、字仏師、字岡ノ端及び字山岸の各一

部

３ 換地処分年月日

平成２５年１０月２１日

�������
�愛媛県告示第１２４２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２５年１１月１５日

愛媛県西条保健所長 新 山 徹 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

新居浜マテリアル株式会社

新居浜市王子町１番１号

代表取締役社長 永井 則文

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜マテリアル株式会社

新居浜市王子町１番１号

３ 特定施設に関する事項

� ５１．ＲＴＲめっきＳＴ２３号

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６６号 電気めつき施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１，２００キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

種 類 蒸 留 系 イオン交換系 濃 縮 系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．０～
１０．０

最大 ２．０～
１２．０

通常 ６．０～
８．０

最大 ５．５～
８．５

通常 １０．０～
１１．５

最大 １０．０～
１２．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２０

通常 １０

最大 １０

通常 １０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

通常 １０

最大 １０

通常 １００

最大 １００

愛 媛 県 報平成２５年１１月１５日 第２５２２号

８９１



� ５２．ＲＴＲめっきＳＴ２５号

� ５３．ＲＴＲめっきＰＰＦ１号

４ 汚水等の処理施設に関する事項

汚水処理施設�

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６６号 電気めつき施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５００キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

種 類 蒸 留 系 イオン交換系 濃 縮 系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．０～
１０．０

最大 ２．０～
１２．０

通常 ６．０～
８．０

最大 ５．５～
８．５

通常 １０．０～
１１．５

最大 １０．０～
１２．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２０

通常 １０

最大 １０

通常 １０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

通常 １０

最大 １０

通常 １００

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

通常 １０．０

最大 １５．０

通常 １５０

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

通常 ０．１

最大 ０．１

通常 ３０．０

最大 ５０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．２

最大 ４．６

通常 ３４．６

最大 ３８．１

通常 ０．３

最大 ０．３３

備考 汚水等は、汚水処理施設�にて処理され処理水は全量再利用する。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

通常 １０．０

最大 １５．０

通常 １５０

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

通常 ０．１

最大 ０．１

通常 ３０．０

最大 ５０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５．６

最大 ６．２

通常 ３４．６

最大 ３８．１

通常 ０．３

最大 ０．３３

備考 汚水等は、汚水処理施設�にて処理され処理水は全量再利用する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６６号 電気めつき施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４００キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

種 類 蒸 留 系 イオン交換系 濃 縮 系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．０～
１０．０

最大 ２．０～
１２．０

通常 ６．０～
８．０

最大 ５．５～
８．５

通常 １０．０～
１１．５

最大 １０．０～
１２．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２０

通常 ２

最大 ２

通常 １０

最大 １２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ５

最大 １０

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 １０

最大 １０

通常 １５０

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

通常 ０．１

最大 ０．３

通常 ３０．０

最大 ５０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５．２

最大 ２７．８

通常 １８．０

最大 １９．８

通常 ０．０１

最大 ０．０２

備考 汚水等は、汚水処理施設�にて処理され処理水は全量再利用する。

設 置 年 月 日 平成１３年３月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び化学処理

処 理 施 設 の 型 式 イオン交換法、蒸留法及び蒸発法

処 理 施 設 の 構 造 鋼材及び塩化ビニール等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１８メートル 横２０メートル
高さ４．７７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４０９立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 イオン交換法、蒸留法及び蒸発法

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

愛 媛 県 報平成２５年１１月１５日 第２５２２号
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

１号排水口

�������
�愛媛県告示第１２４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市古川乙土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成２５年１１月１５日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

退 任

�愛媛県告示第１２４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目

処 理 前 処理後

イオン
交換系 蒸留系 濃縮系 処理前

計 濃縮系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
８．９～
９．５
最大
８．０～
１０．０

通常
３．０～
５．０
最大
２．０～
６．０

通常
１０．０～
１１．５
最大
１０．０～
１２．５

通常
３．０～
１１．５
最大
２．０～
１２．５

通常
１２．０～
１３．５
最大
１２．０～
１３．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
４．６
最大
４．６

通常
１０．０
最大
２０．０

通常
１４２．６
最大
１６１．６

通常
１４．３
最大
２０．６

通常
２，６１４
最大
２，７０９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
６．６
最大
６．６

通常
６．９
最大
６．９

通常
１０．３
最大
１０．３

通常
７．５
最大
７．５

通常
２，６７８
最大
４，３２６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１０．０
最大
１５．６

通常
３．０
最大
４．４

通常
１５０
最大
２００

通常
１８．９
最大
２８．４

通常
４，６００
最大
６，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．１
最大
０．３

通常
０．１
最大
０．１

通常
３０
最大
５０

通常
２．０
最大
３．６

通常
４７０
最大
７５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
２１３．８
最大
２３５．３

通常
７８．６
最大
８６．６

通常
１０．８
最大
１２．１

通常
３０３．２
最大
３３４．０

通常
０．６
最大
０．９

備考 当汚水処理施設から公共用水域への排出はない。

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 ５．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．８

最大 ９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．１１

最大 ４．２１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３２

最大 ０．５８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３４１

最大 ３９２

備考 １号排水口は、生活排水、工程排水及び雨水を排出する。

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 田 中 国 貞 西条市禎瑞９３９番地２汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山６３３番３から

同町上山２番６まで

旧 ３．６～５９．３ ０．２１０

新 ７．５～５９．３ ０．２０２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山６３３番３から

同町上山２番６まで
平成２５年１１月１５日

愛 媛 県 報平成２５年１１月１５日 第２５２２号
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公 告
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�愛媛県告示第１２４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２４７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２４８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年１１月１５日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年１１月１５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町新宮４７９番地先から

同町新宮４２５番地先まで
平成２５年１１月１５日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第４６１０号 平成２４年
４月２６日 �丸光 八尾 克則 松山市和気町１－９－２ 平成２５年

１０月４日

土木工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２２）第１６７１７号 平成２２年
７月２０日 �藪建レンタル 新西 恒美 松山市中野町１７９－１ 平成２５年

１０月９日 土木工事業 建設業の廃止

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第３７号

平成２５年１１月７日
伊予市上野字長畑８４９番５

松山市祝谷６丁目１３１０番地１

プロムナード祝谷２０１号

原 田 敬 介

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年１１月１日 ＮＰＯ法人
ＮＥＸＴ ＣＯＮＥＸＩＯＮ 越 智 大 貴 松山市山越１丁目１５番３３号 この法人は、主に子ども・若者を対象に、学び

を通して、よのなかを知る・学ぶって楽しい・
生きる価値がある・働くって意義があると実感
してもらい、多様性を認め合い尊重し合う人材
の育成に貢献する。また、学びを通した人々の
交流の促進、その効果から期待される人々の社
会参加や地域活性化につなげ、より良い社会の
形成に寄与する。

愛 媛 県 報平成２５年１１月１５日 第２５２２号
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争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２５年１１月１日あったので公表する。

平成２５年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２５年度年末一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２５年１１月２０日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

医療法人 敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

特定医療法人 清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

一般財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

医療法人 北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

一般財団法人 新居浜精神衛生研究
所 財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年１０月３０日 特定非営利活動法人
まちづくり支援えひめ 前 田 眞 松山市衣山５丁目１５４０番地１ 本法人は、不特定多数のまちづくり活動関係者

及び団体等に対する支援事業や、様々な地域や
人々へのまちづくり活動を行い、もって健全な
市民社会の形成に寄与することを目的とする。

平成２５年１１月１５日 発行

愛 媛 県 報平成２５年１１月１５日 第２５２２号
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